
Ⅰ 学校再開にあたり、学校の取組の概要 

１ 1 学期(6 月 1 日～7 月 31 日)、2 学期(8 月 24 日～12 月 24 日) 

  ＊夏休みが 8 月 1 日～8 月 23 日までに短縮されました。(学習保障のため) 

２ 三密を緩和するための取組 

 (1)密閉 

  ・一日中、教室の窓を開放し、エアコン、扇風機で暑さの対応をします。 

(2)密集 

 ・再開後 2 週間、2 学級を 3 学級に分散します。(1 学級 35 人以上の学年を対象) 

  ＊担任を含め 3 人の教員が授業を担当します。 

 ・個々の机の距離を可能な限り離します。 

(3)密接 

 ・児童も担任もマスクを着用して授業を行います。 

  (児童同士がふれあう活動は、当分の間、控えます。) 

・発声・発話をしなくてもよい授業を優先し、グループ活動を控えます。 

 ・給食は、全員前向きになって食べます。(児童同士が対面にならないようにします) 

 ・6 月初めの 2 週間、午前中授業とします。(5 時間授業・給食・清掃後 下校) 

３ 学習保障のための取組 

  ・学校生活のリズム、学習規律、生活習慣を時間をかけて取り戻していきます。 

  ・各学年週 1 時間程度、授業時間を増設し、「わかる授業」を展開します。 

(全学年、その学年で学ぶべき学習内容を確実に指導します。) 

・季節や授業時間を考慮して単元構成を入れ替えます。(｢シラバス｣をご参照ください) 

  

Ⅱ 6月の実施内容 

カテゴリー 期 間 内 容 

第Ⅰ期 

(準備期) 

5/26～29 日 

6/1･2 日 

5/26～29 日 地区別準備登校(1 人 2 回) 10:00 下校 

6/1 ３時間下校(学級開き、休業中の体調・様子、係決め等) 

6/2 ５時間・給食・清掃後 下校 

  ＊通常の学級で授業を行います。 

第Ⅱ期 

(慣れ期) 
6/3～12 日 

○３・４・５学年は、2 学級を 3 学級に分けて授業 

 ＊１･２･６学年は、通常の学級です。 

【基準】「国の 1 学年学級編制基準 35 人」以上の学級を分ける。 

場所：3 年（活動室Ｂ）4 年（活動室Ａ）5 年（活動室Ｃ） 

 ＊学級をＡ･Ｂ･Ｃに分け、○年Ａ組・Ｂ組・Ｃ組とします。 

 ＊分散した学年は、教科担任制を主とします。 

○2 週間分の特別な時間割を作成します。 

(国語・算数・社会・理科・生活・体育・図工・英語・道徳・総合 等) 

○体育は、体力回復を目的とした学年体育（活動は学級単位） 

＊熱中症には十分に注意をします。 

○５時間・給食・清掃後 下校 

＊この期間に、学校生活のリズムを整えます。 

第Ⅲ期 

(開始期) 
6/15 日～ 

【コロナウイルス感染症の影響が認められない場合】 

○学級を通常に戻します。 

○通常授業開始。(新日課表を配布します。) 

 ＊学年により 6 時間目、7 時間目を設定します。 

 


